
１　公募物件

設置事業者
の地域要件

幅(m) × (注１)

1 高校内
体育館横

大分市
大字横尾1605

R7.4.1 ～ R10.3.31 3.00 × 1.00 ＝ 3.00 1 Ａ

容器：缶､ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ及
びﾋﾞﾝ
品目：お茶、水、ｽﾎﾟ
-ﾂﾄﾞﾘﾝｸ、炭酸飲料、
ｺ-ﾋ-飲料、果汁飲
料、熱中症及び脱水
症状防止用の飲料
（夏季）

図① 外 58,515 4,208

2 高校内
体育館横

大分市
大字横尾1605

R7.4.1 ～ R10.3.31 3.00 × 1.00 ＝ 3.00 1 Ａ

容器：缶､ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ及
びﾋﾞﾝ
品目：お茶、水、ｽﾎﾟ
-ﾂﾄﾞﾘﾝｸ、炭酸飲料、
ｺ-ﾋ-飲料、果汁飲料

図② 外 30,351 3,916

3
高校内
多目的ホール
東側

大分市
大字横尾1605

R7.4.1 ～ R10.3.31 2.00 × 1.00 ＝ 2.00 1 Ｂ

容器：紙ﾊﾟｯｸ
品目：お茶、牛乳、
乳関係飲料、野菜ｼﾞｭ
-ｽ等、栄養補助食品

図③ 外 37,585 3,058

4
高校内
多目的ホール
東側

大分市
大字横尾1605

R7.4.1 ～ R10.3.31 3.00 × 1.00 ＝ 3.00 1 Ｂ

容器：缶､ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ及
びﾋﾞﾝ
品目：お茶、水、ｽﾎﾟ
-ﾂﾄﾞﾘﾝｸ、炭酸飲料、
ｺ-ﾋ-飲料、果汁飲料

図④ 外 46,408 3,042

5
高校内
多目的ホール
東側

大分市
大字横尾1605

R7.4.1 ～ R10.3.31 3.00 × 1.00 ＝ 3.00 1 Ａ

容器：缶､ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ及
びﾋﾞﾝ
品目：お茶、水、ｽﾎﾟ
-ﾂﾄﾞﾘﾝｸ、炭酸飲料、
ｺ-ﾋ-飲料、果汁飲料

図⑤ 外 45,473 2,944

 (注１) 設置事業者の地域要件Ａ・・・応募要件としては、過去５年以内に自動販売機設置の実績があることが必要です。なお、設置事業者の住所又は所在地は問いません。

２　申込先及び申込期間

1～5

＊電話、ＦＡＸ、メールによる受付は行いません。

R7.1.27（月）～R7.2.17（月）
※R7.2.17（月）16時までに必着

R7.1.27（月）～R7.2.17（月）
9時00分～12時00分、13時00分～15時30分

※　2月4日（火）、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く

TEL
097-553-1212

FAX
097-553-1214

大分県立
情報科学高等学校事務室

〒870-0126

大分市大字横尾1605

住　所

申込先（各県有施設）

名　称

　大分県立情報科学高等学校  公募物件説明書

物件
番号 電話番号

FAX番号
持参する場合

申　　　込　　　期　　　間

郵送（書留等の記録が残る方法に限る）する場合

建物
内外

その他
公募条件
(注４）

＊参考
前年度の庁舎
管理費（円）
（注５）

＊参考
年間販売本数
（本）
(注６）奥行(m)

設置事業者の地域要件Ｂ・・・応募要件としては、設置事業者が個人の場合は、その住所が応募する県有施設所在の市町村にあり、過去５年以内に大分県又は応募する
                         　県有施設所在市町村の自動販売機設置許可又は契約の実績があることが必要です。

販 売 品 目
（注２）

位置図
（注３）

貸 付 面 積 (㎡)物件
番号

設置場所 所 在 地 貸　付　期　間 台数
（台）

(1番から5番まで
共通）

・販売価格は標準
小売価格より10円
以上安くすること

・販売時間（夜
間）の制限を行う
ため、タイマー設
定等が可能なもの
とすること

＊検討の参考としてください。実際の徴収については、実績等に応じて請求を行います。（上限等を約束するものではありません。）

 (注６)当該公募対象自動販売機に係る１年間の販売本数です。

＊検討の参考としてください。販売本数について約束するものではありません。（契約期間中に施設内の自動販売機数が増減する可能性もあります。）

                         設置事業者が法人の場合は、本店の所在地が大分県内にあり、過去５年以内に大分県又は応募する県有施設所在市町村の自動販売機設置
                         許可又は契約の実績があることが必要です。

 (注２)販売品目については、必ず公募期間内に事前に施設管理者と協議をしてください。

 (注３)設置場所によっては、商品の補充やメンテナンスの際の扉の開閉等に支障がある場合があるので、必ず応募前に施設管理者に連絡をとり現場を確認してください。

 (注４)電気・水道等は子メータを設置すること。上記貸付面積の範囲内に販売する飲料の容器の種類に応じた回収ボックスを設置し、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。

 (注５)現在設置している自動販売機について、前年度県が自動販売機設置者から徴収した貸付料及び使用料を除く電気料等の管理費用です。


